
 

27  

昭

和

六

十

二

年

九

月

八

日

提

出 

質

問

第

二

七

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

血
友
病
患
者
の
エ
イ
ズ
感
染
者
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
六
十
二
年
九
月
八
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

原 
 

健 

三 

郎 

殿 

 

提 

出 

者 
 

寺 

前 
 

巖 

 

一 

 



 

厚
生
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
日
本
全
国
の
エ
イ
ズ
患
者
は
本
年
九
月
四
日
現
在
五
十
人
、
う
ち
二
十
八
人
が
死

亡
し
て
い
る
。
こ
の
五
十
人
中
、
血
友
病
患
者
が
二
十
九
人
を
占
め
、
う
ち
十
八
人
が
既
に
死
亡
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
血
友
病
患
者
が
日
本
で
約
三
千
五
百
人
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
な
か
で
少
な
く
と
も
三
割
、
千
人
前
後
が

エ
イ
ズ
の
被
害
に
あ
つ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

エ
イ
ズ
ビ
ー
ル
ス
の
感
染
を
受
け
た
血
友
病
患
者
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
背
負
つ
て
い
る
血
友
病
治
療
と
エ
イ

ズ
発
症
の
恐
怖
に
さ
い
な
ま
れ
、
な
お
か
つ
発
症
予
防
の
た
め
の
治
療
と
二
重
の
闘
病
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
、
正
確
な
知
識
が
国
民
の
中
に
普
及
し
て
い
な
い
状
況
の
も
と
で
血
友
病
患
者
は
、
感
染
の
疑
い
が
あ
る
と
い

う
だ
け
で
職
場
を
解
雇
さ
れ
た
り
、
保
育
園
を
退
園
に
な
つ
た
り
、
入
学
願
書
の
受
付
を
拒
否
さ
れ
た
り
す
る
な

ど
が
起
こ
つ
て
い
る
。 

血
友
病
患
者
の
エ
イ
ズ
感
染
者
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

一
九
八
二
年
、
ア
メ
リ
カ
で
血
友
病
患
者
が
エ
イ
ズ
に
な
つ
た
症
例
が
明
ら
か
と
な
つ
た
時
点
で
、
全
国
の
患

者
組
織
か
ら
安
全
な
血
液
製
剤
の
確
保
を
政
府
に
要
望
し
た
が
、
政
府
は
無
視
し
何
ら
適
切
な
対
処
を
し
な
か
つ

た
。
一
方
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
八
三
年
三
月
か
ら
全
面
的
に
加
熱
処
理
製
剤
に
切
り
替
え
ら
れ
、
西
ド
イ
ツ
も

同
年
四
月
か
ら
切
り
替
え
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
ア
メ
リ
カ
の
血
液
製
剤
の
輸
入
を
全
面
禁
止
し
た
。
と
こ
ろ

が
日
本
政
府
は
、
エ
イ
ズ
混
入
血
液
製
剤
の
輸
入
停
止
及
び
医
療
現
場
か
ら
の
回
収
も
し
な
い
ま
ま
ア
メ
リ
カ
よ

り
遅
れ
る
こ
と
二
年
間
、
一
九
八
五
年
ま
で
加
熱
処
理
製
剤
の
認
可
を
放
置
し
て
き
た
。 

血
友
病
患
者
の
多
く
が
エ
イ
ズ
に
感
染
し
た
原
因
は
、
エ
イ
ズ
ビ
ー
ル
ス
に
汚
染
さ
れ
た
輸
入
血
液
製
剤
を 

投
与
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
患
者
本
人
が
何
ら
責
任
を
問
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ 

る
。 以

上
の
よ
う
に
、
血
液
製
剤
ぬ
き
に
は
生
き
て
い
け
な
い
血
友
病
患
者
の
切
実
な
要
求
に
背
を
向
け
、
安
全
な

血
液
対
策
を
怠
つ
て
き
た
政
府
の
責
任
は
明
確
で
あ
り
、
血
友
病
患
者
の
生
命
を
守
る
対
策
は
緊
急
を
要
す
る
と 

四 

 



 

考
え
る
。 

一 

血
友
病
患
者
の
エ
イ
ズ
感
染
の
救
済
に
つ
い
て 

二 

薬
害
被
害
者
で
あ
る
血
友
病
患
者
の
エ
イ
ズ
感
染
者
の
救
済
に
つ
い
て 

1 

共
産
党
は
エ
イ
ズ
患
者
の
入
院
治
療
に
つ
い
て
、
そ
の
費
用
に
つ
い
て
公
的
な
援
助
制
度
を
つ
く
る
こ
と

を
要
求
し
て
い
る
。
血
友
病
の
エ
イ
ズ
感
染
者
に
つ
い
て
は
、
エ
イ
ズ
治
療
費
の
公
費
負
担
は
も
と
よ
り
血

友
病
の
治
療
費
に
つ
い
て
も
十
分
な
保
障
を
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

昭
和
五
十
五
年
に
設
立
さ
れ
た｢

医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
基
金｣

の
適
用
に
つ
い
て
、
血
液
製
剤
は
該
当
し

な
い
と
い
う
理
由
で
運
用
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
ア
ル
ブ
ミ
ン
」
等
の
血
液
製
剤
は
適
用
品
と
な
つ
て
お

り
、｢

抗
血
友
病
製
剤｣

と｢

乾
燥
人
フ
ィ
ブ
リ
ノ
ー
ゲ
ン｣

は
適
用
外
と
な
つ
て
い
る
。
そ
の
選
別
基
準
の
根
拠

を
示
さ
れ
た
い
。 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

五 

 



 

三 

エ
イ
ズ
発
症
予
防
の
充
実
に
つ
い
て 

2 
エ
イ
ズ
感
染
者
の
健
康
管
理
手
当
・
介
護
手
当
な
ど
の
生
活
保
障
と
血
友
病
の
エ
イ
ズ
死
亡
者
に
対
す
る

遺
族
補
償
を
基
金
で
行
う
べ
き
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

Ａ
Ｃ(

無
症
候
キ
ャ
リ
ア)

状
態
の
血
友
病
患
者
の
エ
イ
ズ
発
症
予
防
治
療
に
つ
い
て
、
各
医
療
機
関
、
医 

 

師
、
患
者
の
考
え
方
の
違
い
に
よ
り
ま
ち
ま
ち
の
状
態
が
生
ま
れ
て
い
る
。
あ
る
医
療
機
関
に
お
い
て
は
「
血

友
病
患
者
全
て
が
陽
性
者
と
自
覚
せ
よ
」
と
の
無
責
任
な
指
導
が
行
わ
れ
た
り
、
ま
た
あ
る
病
院
で
は
一
部
の

患
者
に
一
定
期
間
、
集
中
予
防
が
行
わ
れ
て
い
る
か
と
思
え
ば
、
別
の
医
療
機
関
に
お
い
て
は
告
知
も
さ
れ
ず

何
ら
発
症
予
防
治
療
も
行
わ
れ
て
い
な
い
。
一
方
先
端
的
な
病
院
で
は
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
の
自
己
注
射
が
試

験
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
発
症
予
防
、
治
療
体
制
は
系
統
的
に
は
実
施
さ
れ
ず
、
一
部
の
医
療
機

関
に
お
い
て
研
究
目
的
に
ご
く
少
数
の
患
者
に
対
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。 

よ
つ
て
エ
イ
ズ
感
染
者
の
発
症
予
防
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
十
分
な
保
護
の
も
と
、
国
の
責
任
で 

六 

 



 

 

七 

専
門
的
な
検
討
と
計
画
の
も
と
に
実
施
し
、
エ
イ
ズ
感
染
者
が
平
等
に
発
症
予
防
治
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
必

要
な
予
算
措
置
の
う
え
、
ワ
ク
チ
ン
の
開
発
・
発
症
予
防
治
療
剤
の
研
究
・
医
療
技
術
・
医
療
体
制
の
確
立
が

必
要
で
あ
る
が
ど
う
か
。 

四 

現
在
の
政
府
の
施
策
が
、
患
者
や
感
染
者
な
ど
に
さ
ま
ざ
ま
な
強
制
を
加
え
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
著
し
く
制
限

し
、
何
の
援
助
、
救
済
策
も
定
め
て
い
な
い
た
め
、
エ
イ
ズ
に
感
染
す
る
危
険
の
多
い
人
達
の
自
覚
的
な
協
力

が
得
ら
れ
な
い
な
ど
実
効
の
あ
る
エ
イ
ズ
蔓
延
防
止
策
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
日
本
輸
血
学
会
、
日
本
衛
生

学
会
、
血
友
病
患
者
団
体
、
難
病
団
体
、
法
曹
会
な
ど
は
強
い
批
判
を
表
明
し
て
い
る
。
政
府
は
、
患
者
や
感

染
者
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
強
制
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
制
限
を
す
る
こ
と
な
く
、
公
的
援
助
措
置
を
含
む
実
効
あ
る

エ
イ
ズ
蔓
延
防
止
対
策
な
ど
を
と
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


